
下
向
井
龍
彦
コ
腰
縄
と
面
縛
」
補
遺
」

尻
池
由
佳
「
儀
礼
構
成
と
準
備
運
営
か
ら
み
た
『
宇
治
入
り
』
」

（
『
古
代
文
化
』
六
一
二

1
一二）

湯
木
智
也
〈
日
本
近
世
近
代
史
三
宅
ゼ
ミ
博
士
課
程
前
期
一
年
〉

鎌
倉
佐
保
ご
二
世
紀
に
お
け
る
熊
谷
市
周
辺
の
武
士
の
所
領
形
成
中
条
氏

・
成
田
氏
を
中
心
に

l
」

（

『

熊

谷

市

史

研

究

』

一

二

）

浩
「
平
安
時
代
中
期
の
地
方
軍
制
」
（
『
古
代
文
化
』
六
二

i
四）

孝
子
「
『
殿
』
と
呼
ぶ
心
性

i
平
安
貴
族
社
会
の
邸
宅
表
記
｜
」

（
『
日
本
歴
史
』
七
六
二
）

（
『
史
人
』
三
）

野寺
口内
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『
小
右
記
』

こ
ぼ
れ
話

第 4号史人

議
所
に
内
竪
所
簡
を
立
つ

i
内
竪
所
公
卿
別
当
が
内
竪
所
簡
に
加
署
す
る
こ
と
の
意
味
1

下
向
井
龍
彦

は
じ
め
に

二
O
二
一
年
六
月
一
六
日
（
土
）
の
中
国
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
「
『
源
氏
物
語
』
の

舞
台
裏
l
藤
原
案
資
『
小
右
記
』
を
読
む

l
」
で
読
ん
だ
『
小
右
記
』
長
和
五
年

（一

O
一
六
）
正
月
十
日
条
に
、

擬
一
一
議

A
依
二
除
目
二
破
二
物
忌
一
参
内
、
未
刻
、
伎
座
有
レ
饗
、
所
一
耳
立
一
一
内
竪
所
簡
一
、

置
一
一
管
書
一
、
右
大
臣
及
諸
卿
着
ニ
伎
座
一
、

と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
記
主
藤
原
実
資
は
、
と
き
に
六

O
歳
、
正
二
位
、
大
納
言

右
近
衛
大
将
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
譲
位
直
前
の
三
条
天
皇
（
二
十
四
日
に
譲
位
）
、

藤
原
道
長
は
前
年
十
月
二
十
七
日
に
准
摂
政
に
補
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
記
事
の
意
味

を
と
っ
て
い
こ
う
。

正
月
十
日
、
昨
日
と
今
日
は
閉
門
す
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
の
軽
い
物
忌
で
あ
る

か
ら
（
L
、
除
目
初
日
な
の
で
物
忌
を
破
っ
て
里
内
裏
枇
杷
殿
に
参
内
し
た
。
未

刻
（
午
後
一
時

1
三
時
）
だ
っ
た
。
陣
座
（
東
対
南
庇
（
2

）
）
に
は
侍
従
厨
が
用

意
し
た
酒
肴
が
配
膳
さ
れ
て
い
た
（
3

百
本
来
の
内
裏
な
ら
議
所
で
準
備
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
枇
杷
殿
で
は
議
所
と
し
て
使
う
空
間
が
な
い
の
で
、
陣
座
を

議
所
に
擬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陣
座
に
は
「
内
竪
所
簡
」
が
立
て
て
あ
り
、

大
臣
の
座
の
南
辺
に
除
目
で
使
う
宮
文
・
硯
な
ど
が
置
か
れ
で
あ
っ
た
。
右
大

臣
藤
原
顕
光
以
下
公
卿
が
陣
座
に
着
座
し
た
。

こ
の
の
ち
公
卿
ら
は
准
摂
政
道
長
の
直
濯
に
移
動
し
て
除
目
初
日
が
始
ま
る
の
で

あ
っ
た
。

こ
こ
に
み
え
る
「
内
繋
所
簡
」
と
は
何
か
、
議
所
に
内
竪
所
衡
を
立
て
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
が
小
論
の
課
題
で
あ
る
。
除
目
や
内
竪
所
に
つ
い
て
検
討
し

た
こ
と
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は
講
義
前
夜

の
簡
単
な
下
調
べ
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
の
生
徒
さ
ん
た

ち
に
う
ま
く
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
少
し
踏
み
込
ん
で
調
べ
直
し
て
、
翌
週
に

補
足
説
明
し
た
。
小
論
は
そ
の
補
足
説
明
を
さ
ら
に
補
充
し
て
仕
上
げ
た
「
こ
ぼ
れ

話
」
で
あ
る
。
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一
肉
聾
所
簡
と
は
何
か
そ
の
事
例
と
三
つ
の
可
能
性

内
寝
所
衡
に
つ
い
て
、
古
記
録
や
儀
式
蓄
の
事
例
を
い
く
つ
か
並
べ
て
み
よ
う
。



『小右記』こぼれ話

B
未
刻
許
参
内
、
諸
卿
未
レ
着
一
議
所
一
之
問
、
蔵
人
広
業
朝
直
伝
レ
召
、
内
壁
所
籍

制
剰
川
副
剖
朝
一
、
伺
．
利
川
珂
謝
阿
副
州
制
刷
、
左
府
云
、
臨
下
欲
二
参
上
一

之
期
上
、
為
ニ
之
如
何
一
、
若
於
一
陣
鹿
↑
加
署
如
何
、
彼
是
一
声
、
更
有
一
一
何
事
一
者
、

仰
二
大
外
記
善
言
朝
匡
一
召
二
籍
傭
一
、
内
竪
所
預
・
内
竪
等
執
レ
之
献
レ
之
、
加
署

l
l
I
一
人
持
一
一
奏
文
一
、
飽
挿
一
一
番
杖
↑
、

返
給
、
一
人
持
一
創
刊
ヨ
制
一
、
一
人
持
レ
硯
、
次
参
上
、
（
以
下
略
）

『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一

O
O五
）
正
月
二
十
五
日
条

C
善
言
朝
臣
申
云
、
内
竪
労
帳
来
レ
判
、
是
下
二
別
当
等
一
取
レ
名
間
也
、
即
仰
召
一
一

陣
座
一
加
レ
名
、
預
等
三
人
取
一
一
労
帳
・
簡
・
硯
等
一
参
、
其
後
参
上
、
（
以
下
略
）

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
（
一

O
O五
）
正
月
二
十
五
日
条

D
廿
六
日
、
己
巳
、
有
三
除
目
召
仰
＼
儲
二
陣
康
健
一
、
不
レ
進
一
一
内
竪
籍
簡
一
、
初

ヂ
加
号
、

廿
七
日
、
庚
午
、

（
中
略
）
内
竪
所
加
署
、
立
4

南
殿
西
廟
－
、

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
（
一

O
O六｝

以
レ
擬
一
一
宜
陽
殿

E
（
右
大
臣
以
下
公
卿
）
着
二
宣
陽
殿
座
一
、
慶
一
為
二
議
所
二
有
二
饗
鰻
一
、
大
臣
横

笛
寄
等
、
細
制
剖
斗
副
刑
問
制
剛
一
、
太

座
、
北
菌
、
己
次
南
北
対
座
遠
、
明
川
刻
斗
訓
劃
制
劇
剖
剖
酬
明
一
敗
、
（
以
下
略
）

『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一

O
一
一
）
正
月
二
十
九
日
条

F

（
除
目
）
召
仰
知
レ
常
、
成
刻
事
始
、
内
竪
所
鮪
三
枚
持
斗
参
宿
所
一
、
別
当
未
レ

補
、
以
一
時
範
一
令
ν
申
ニ
案
内
一
之
処
、
有
下
下
一
一
宣
旨
一
之
例
上
、
可
レ
被
一
一
仰
下
一
、

不
レ
然
可
レ
書
二
朝
臣
一
、
削
ニ
悶
跡
一
可
レ
書
一
一
朝
臣
字
一
云
々
、
寛
仁
元
年
所
充
之

次
、
下
…
一
宣
旨
一
敗
、

吋
後
二
条
師
通
記
』
嘉
保
三
年
H
永
長
元
年

G
今
日
除
目
始
也
、
（
中
略
）

正
月
条

（一

O
九
六
）

正
月
二
十
二
日
条

朝
霞

依
一
一
吉
日
一
、
今
夜
始
内
竪
所
之
衡
に
加
判
、
字
也
、
件
儀
以
一
一
職
事
蔵
人
頭
重
資

朝
臣
一
奏
二
事
之
由
一
、
件
調
云
、
内
竪
所
衡
に
可
一
加
判
一
也
、
而
余
未
レ
任
ニ
彼
別

当
一
者
、
今
夜
被
一
一
仰
下
一
何
事
候
哉
、
重
資
則
還
来
云
、
間
一
食
了
、
早
可
一
仰
下
一
者
、

彼

傭

加

判

、

『

殿

暦

』

康

和

四

年

（

一

一

O
二
）
正
月
二
十
一
日
条

H
議
所
兼
居
二
笹
文
也
、
内
竪
簡
不
レ
立
也
、
春
時
立
レ
之
、
秋
不
レ
立
也
、

『
中
右
記
』
長
治
二
年
（
一
一

O
五
）
十
二
月
十
四
日
条

I
頭
弁
送
消
息
云
、
去
年
比
州
到
剖
鋼
於
一
州
割
刺
割
・
焼
失
了
、
耐
相
斗
尋
先
例
一

之
所
、
全
不
レ
見
也
、
但
剛
嗣
捌
紛
失
之
時
、
上
卿
参
レ
陣
勘
日
時
、
州
J

州

匠
寮
一
令
レ
作
、
御
書
所
預
能
書
人
書
主
ハ
銘
也
、
依
二
件
例
一
被
レ
行
如
何
、
予

進
一
返
事
一
云
、
件
事
先
例
不
レ
見
、
伺
難
レ
置
一
左
右
、
但
准
位
時
杭
例
一
被
レ

行
可
ν
無
一
一
其
難
也
、
『
中
右
記
』
長
承
元
年
（
一
二
三
一
）
正
月
十
三
日
条

1

1

1

1

1

1

1

1

A

寸

J
今
日
新
中
納
言
参
伏
座
、
被
レ
勘
1
申
内
竪
所
筒
可
レ
被
レ
進
日
時
一
、
日
、
右
中

弁
奉
行
、
召
一
一
修
理
職
材
木
給
内
匠
寮
令
レ
作
、
少
内
記
書
レ
之
云
々
、
雌
レ
無
－

先
例
－
、
准
時
杭
云
々
、
『
中
右
記
』
長
承
元
年
（
一
二
三
一
）
正
月
十
四
日
条

K
内
竪
所
籍
簡
被
レ
作
日
時
被
レ
勘
、
上
卿
同
新
大
納
言
、
来
七
日
件
簡
可
レ
被
レ
作

者
、
於
二
奉
時
私
宅
焼
亡
、
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『
中
右
記
』
長
承
元
年
（
一
二
ニ
二
）
十
一
月
一
日
条

以
こ
内
竪
筒
一
立
蔵
人
頭
於
二
御
前
一

し
当
日
、
大
臣
巳
下
自
レ
陣
着
一
一
議
所
一
、
二
大
臣
後
援
一
・
蔵
人
召
、
撲
コ
定
申
文
一
召
、

大
医

1
1
1
1
1
1

納
言
巳
下

外
記
敬
二
宮
文
一
、
仰
、
到
ニ
射
庭
一
参
コ
御
前
一
、
同
一
一
叙
位
儀
一
、
執
レ
筒
、

『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
正
月
除
目

中
夜
必
不
レ
立
、
摂
関
御
署
有
一
相
違
事
一
者
、
除
白
夜
令
レ
持
一
一

内
堅
一
天
外
記
申
一
一
子
細
参
一
摂
関
御
直
底
一
可
レ
被
レ
直
レ
之
、

『
除
目
抄
（
土
』

M
内
竪
所
立
レ
札
事

N
西
壁
傍
一
一
立
内
竪
所
籍
筒
一
、

秋
不
レ
立
レ
之
、

『
春
除
目
抄

E
』

第

一

御

装

束

儀

議

所

広
一
尺
四
寸
、
厚
四
分
、
其
銘
所
レ
注
大
概
如
レ
此
、

其
書
様
在
レ
別
、

『
春
除
目
抄
』
第
二

。
凡
内
竪
籍
三
枚
、
長
六
尺
、

次
第
頗
不
レ
得
一
一
其
心
一
欺
、

次
任
内
竪
残
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事
例
を
ざ
っ
と
眺
め
て
み
て
、
す
ぐ
に
「
内
竪
所
簡
」
（
A
・

B
・
C
・F－

G
－
J

－
K
－

L
）
と
「
内
竪
所
籍
」
（
E
・
O
）
と
「
内
竪
所
籍
筒
」
（
B
・
o
－
E
・
K
－

O
）
と
が
混
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
三
者
が
同
じ
も
の
か
ど
う
か

を
は
じ
め
と
し
て
、
内
竪
所
簡
が
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か

厄
介
で
あ
る
。
も
っ
と
事
例
が
あ
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
原
稿
を
本
誌
に
間
に
合
わ
せ

る
た
め
に
は
、
こ
れ
以
上
事
例
を
探
す
暇
は
な
い
Z
E

除
目
と
内
竪
所
の
関
係
で
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
除
目
初
日
の
冒
頭
に
行
わ

れ
る
四
所
籍
の
内
竪
所
籍
で
あ
り
、
内
竪
所
が
提
出
し
た
労
帳
を
も
と
に
年
労
者
を

諸
国
の
接
・
自
な
ど
に
巡
任
す
る
こ
と
を
い
う
E
o
A
の
「
内
竪
所
簡
」
の
字
句
を

見
て
私
が
す
ぐ
に
思
っ
た
の
は
、
こ
の
内
竪
所
籍
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
I
に
「
内

竪
所
籍
」
、

O
に
「
内
竪
籍
」
の
字
句
が
見
え
る
。
つ
ぎ
に
私
は
、
内
竪
所
は
時
報
を

担
当
し
て
お
り

E
、
陣
座
に
も
置
か
れ
て
い
る
時
簡
H
時
杭

E
を
「
内
竪
所
簡
」
と

い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
と
も
思
っ
た
。
そ
の
つ
ぎ
に
私
が
想
起
し
た
の
は
、
「
内
竪
所

簡
を
立
つ
」
（
A
。
「
立
つ
」
の
表
記
は
B
・
D
－
E
－
H
・
L
－
M
－
N
）
と
い
う
表
現

が
「
日
給
簡
を
立
つ
」
に
通
じ
て
お
り
、
内
竪
の
勤
務
管
理
の
た
め
の
日
給
簡
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
月
一
六
日
の
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
で
は
こ
の
三
つ

の
可
能
性
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
検
討
に
よ
っ

て
、
二
つ
目
の
可
能
性
、
内
竪
所
衝
は
時
簡
杭
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
は
、
1

・
J
か
ら
す
ぐ
に
否
定
さ
れ
た
。

E
－
J
で
は
、
焼
失
し
た
内
堅
所
籍
（
内
竪
所
簡
）

を
、
紛
失
し
た
時
簡
杭
の
例
に
准
じ
て
作
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者

が
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

次
に
一
番
は
じ
め
に
思
い
浮
か
ん
だ
、
四
所
籍
の
う
ち
の
内
竪
所
籍
の
可
能
性
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
『
除
目
抄
』
に
「
四
所
籍
立
一
一
椙
片
畿
一
書
レ
銘
」
と
あ
り
、

こ
の
「
畿
を
立
つ
」
と
い
う
表
現
と
I
・
O
に
も
み
え
る
「
銘
」
の
文
字
は
、
除
自

の
内
堅
所
籍
と
内
竪
所
衡
と
の
関
連
性
を
初
梯
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し

除
自
の
内
竪
所
籍
の
場
合
、
内
竪
所
労
帳
は
除
目
関
係
資
料
を
納
め
る
笛
文
の
一
宮

第 4号史人

に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
『
除
目
抄
』
の
一
宮
の
図
に
は
ご
宮
納
諸
道
年
挙
外
皆
立
レ

簸
」
、
「
畿
ヲ
管
ノ
ハ
タ
ニ
懸
テ
並
テ
積
レ
之
」
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ
、
「
畿
」
は
除

目
資
料
群
を
区
切
る
（
た
と
え
ば
内
竪
所
籍
と
進
物
所
籍
の
聞
を
仕
切
る
）
た
め
の

目
印
と
し
て
宮
の
縁
に
懸
け
て
使
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
陣
座
（
本
来

は
議
所
）
に
「
立
て
ら
れ
て
い
た
」
「
内
竪
所
簡
」
（
A
）
は
、
大
臣
座
の
南
辺
に
置

か
れ
た
智
文
の
な
か
に
あ
る
、
内
竪
所
籍
H
労
帳
や
仕
切
り
と
し
て
笛
に
「
立
て

る
」
「
畿
」
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。

中

夜

必

ま
た
『
除
目
抄
』
に
は
「
内
竪
所
立
レ
札
事
不
レ
立
、
」
と
あ
り
、
除
目
の
「
中

夜
に
は
必
ず
し
も
立
て
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
夜
と
三
夜
に
は
必
ず
立
て
、
ニ

夜
に
も
絶
対
に
立
て
な
い
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
D
で
は
内
竪
所
籍

簡
（
後
で
証
明
す
る
と
お
り
内
竪
所
簡
と
同
じ
も
の
）
を
除
目
初
日
に
は
立
て
ず
、

二
日
目
に
立
て
て
い
る
。
こ
の
点
も
除
目
一
夜
に
行
う
内
竪
所
籍
と
内
竪
所
衡
が
別

個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

除
目
の
儀
に
先
立
っ
て
公
卿
が
議
所
に
着
座
す
る
と
き
「
内
竪
所
簡
が
立
て
ら
れ

た
」
こ
と
は
、
儀
式
書
で
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
L
『
西
宮
記
』

（
恒
例
第
一
正
月
除
目
）
に
よ
れ
ば
、
大
臣
以
下
公
卿
が
陣
座
か
ら
宜
腸
殿
南

庇
の
議
所
に
移
動
し
、
し
の
記
事
に
は
書
い
て
い
な
い
が
議
所
で
饗
慢
が
あ
り
、
大

臣
が
外
記
に
宮
文
を
授
け
、
公
卿
が
外
記
に
宮
文
を
持
た
せ
て
議
所
か
ら
射
庭
に
移

動
し
、
大
臣
以
下
公
卿
が
外
記
か
ら
智
文
を
受
け
取
り
天
皇
御
前
に
参
上
す
る
。
こ

の
一
連
の
作
法
と
挙
動
は
、
「
同
－
叙
位
儀
↓
」
の
文
言
が
「
当
日
」
以
下
の
記
事
全

体
に
聴
か
る
な
ら
、
叙
位
儀
・
除
目
儀
と
も
に
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

『
西
宮
記
』
記
事
に
み
え
る
「
議
所
の
大
臣
座
後
の
墜
に
内
竪
（
所
）
鮪
を
立
て

る
」
と
い
う
の
は
、
除
目
儀
だ
け
で
な
く
叙
位
儀
に
お
い
て
も
な
さ
れ
る
行
為
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
叙
位
儀
に
お
い
て
も
「
内
竪
（
所
）
簡
を
立
て
る
」
の
な
ら
、
や

は
り
内
竪
所
簡
は
除
目
初
日
の
内
竪
所
籍
と
は
関
係
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
古

記
録
で
、
正
月
六
日
の
叙
位
議
で
内
竪
所
簡
を
立
て
る
と
い
う
事
例
に
接
し
た
こ
と
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『小右記』こぼれ話

が
な
い
の
は
気
に
な
る
。
な
お
H
－

N
で
は
旧
派
召
除
目
（
春
除
目
）
で
は
立
て
る
が
、

京
官
除
目
（
秋
除
目
）
で
は
立
て
な
い
、
と
す
る
。

内
裏
で
は
宜
腸
殿
南
庇
の
議
所
の
「
大
臣
座
後
の
壁
に
立
つ
」
（
し
て
「
西
壁
に
寄

せ
立
つ
」
（
N
）
の
だ
が
、
里
内
裏
で
は
議
所
に
撮
せ
ら
れ
た
場
所
に
立
て
る
こ
と
に

な
る
。

A
枇
杷
殿
で
は
陣
座
と
さ
れ
た
東
対
南
庇
（
長
和
四
年
（
一

O
一
五
）
十
一

月
十
七
日
内
裏
焼
亡
、
十
九
日
選
御
）
、

D
東
三
条
殿
で
は
南
殿
（
寝
殿
）
酋
廟
（
寛

弘
二
年
（
一

O
O五
）
十
一
月
十
五
日
内
裏
焼
亡
、
二
十
七
日
遷
御
）
、

E
一
条
院
で

は
西
中
門
北
肢
に
立
て
た
と
こ
ろ
、
公
卿
座
か
ら
速
い
の
で
実
資
は
公
卿
座
の
南
辺

壁
に
立
て
る
の
が
よ
い
と
思
っ
た
（
寛
弘
六
年
（
一

O
O九
）
十
月
五
日
一
条
院
内

裏
焼
亡
、
十
九
日
枇
杷
殿
還
御
、
十
一
月
二
十
九
日
新
造
一
条
院
選
御
）
（
抽
）
O
Eを

み
る
か
ぎ
り
、
内
竪
所
簡
は
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
本
稿

提
出
直
前
に
知
っ
た
O
に
よ
れ
ば
、
そ
の
大
き
さ
は
な
ん
と
「
長
六
尺
［
約
一
八
一
、

八
円
ン
〕
、
広
一
尺
四
寸
［
約
四
二
、
田
村
ン
］
、
厚
四
分
〔
て
二
今
］
」
と
い
う
長
大
な
も

の
で
あ
っ
た
。

す
る
と
内
竪
所
簡
は
、
三
つ
目
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
内
竪
所
の
日
給
簡
で
は
な

い
か
と
い
う
方
向
で
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
「
壁
に
立
て
る
』
の
は
日
給
簡

は
っ
き
り
わ
か
る
こ
と
か
ら
片
付
け
て
い
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
内
竪
所
簡
は
「
壁
に
立
て
る
」
も
の
で
あ

る
（
L
－

N
）
。
殿
上
人
の
上
日
（
出
勤
）
を
管
理
す
る
日
給
簡
を
殿
上
の
間
の
「
西

北
小
戸
下
」
に
置
い
た
殿
上
日
記
植
の
南
方
の
（
壁
に
）
「
立
て
た
」
（
『
西
宮
記
』

臨
時
四
所
々
嚇
）
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
殿
上
の
日
給
簡
は
、
長
さ
五
尺
三
寸
｛
一

六
O
、
六
判
ン
］
、
上
方
の
幅
八
寸
［
二
四
、
二
号
］
、
下
方
の
幅
七
寸
つ
二
、
二
拘
ン
］
、

厚
さ
六
分
［
一
、
八
拘
ン
］
の
白
地
の
檎
板
で
、
木
工
寮
が
作
成
し
た
。
備
に
は
殿
上
人

の
氏
名
が
書
か
れ
、
彼
ら
が
上
日
し
た
日
は
蔵
人
が
放
紙
と
い
う
紙
片
に
書
き
記
し

て
氏
名
の
と
こ
ろ
に
貼
付
し
た
（
『
平
安
時
代
史
事
典
』
「
日
給
簡
」
の
項
木
本
好

信
氏
執
筆
）
。
こ
の
よ
う
な
上
目
管
理
は
、
殿
上
人
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
諸
司
所

々
ど
こ
で
あ
れ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
日
給
簡
す
な
わ
ち
出

動
管
理
の
た
め
の
簡
は
ど
こ
の
宮
司
に
も
存
在
し
、
そ
の
官
司
の
特
定
場
所
に
立
て

ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
毎
月
の
官
司
別
の
勤
務
記
録
の
上
奏

（
月
奏
な
ど
）
は
不
可
能
で
あ
る
。
先
に
も
み
た
と
お
り
O
に
よ
れ
ば
、
「
内
竪
籍
」

の
大
き
さ
は
「
長
六
尺
［
約
一
八
一
、
八
今
］
、
広
一
尺
四
寸
〔
約
四
二
、
四
拘
シ
］
、
厚

四
分
［
て
二
句
］
」
で
あ
り
、
殿
上
日
給
簡
よ
り
厚
さ
は
薄
い
も
の
の
、
大
き
さ
は

高
さ
で
二
一
句
、
幅
で
一
八
匂

1
二
O
弓
も
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
内
竪

籍
」
を
私
は
内
竪
所
日
給
簡
と
み
た
い
。
だ
が
O
の
『
春
除
目
抄
』
記
事
は
四
所
籍

の
内
竪
所
籍
に
関
す
る
記
事
か
ら
続
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
記
事
か
ら
「
内
竪
籍
」

を
た
だ
ち
に
日
給
簡
と
断
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
論

の
都
合
上
、
日
給
簡
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
（
後
段
で
考
証
す
る
）
。

ー
で
は
長
承
元
年
（
一
二
三
一
）
正
月
十
三
日
、
二
十
日
の
除
目
始
を
前
に
、
内

竪
所
「
殿
上
奉
行
別
当
」
（
註
日
後
述
）
と
思
わ
れ
る
蔵
人
頭
（
右
大
弁
）
源
師
俊
が

内
大
臣
藤
原
宗
忠
に
消
息
で
尋
ね
て
き
た
。
「
去
年
『
内
竪
所
籍
』
が
『
内
竪
私
宅
』

で
焼
失
し
ま
し
た
が
、
先
例
を
調
べ
て
み
て
も
全
く
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し

『
時
簡
杭
』
を
紛
失
し
た
と
き
は
上
卿
が
陣
座
で
製
作
目
時
を
勘
申
さ
せ
、
『
内
匠

寮
』
に
命
じ
て
作
ら
せ
、
御
番
所
預
の
能
書
家
に
『
（
時
簡
杭
の
）
銘
』
を
書
か
せ
て

い
ま
す
。
こ
の
『
例
』
に
よ
っ
て
作
ら
せ
て
い
い
で
し
ょ
う
か
」
。
か
つ
て
頭
弁
を
勤

め
た
宗
忠
は
（
承
徳
二
年
（
一

O
九
八
）
十
二
月
十
七
日

1
康
和
元
年
（
一

O
九

九
）
十
二
月
十
四
日
の
一
年
間
）
、
内
竪
所
殿
上
奉
行
別
当
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
先
例
に
見
え
な
い
の
で
判
断
し
が
た
い
が
『
時
杭
の
例
』
に
准
じ
て
や
れ
ば
問
題

な
い
で
あ
ろ
う
」
と
答
え
て
い
る
。

J
で
は
、
そ
の
翌
日
、
中
納
言
源
雅
定
が
陣
座

で
「
内
竪
所
簡
」
を
新
調
す
る
日
時
を
今
日
と
勘
申
さ
せ
、
右
中
弁
が
奉
行
し
て
修

理
職
に
提
供
さ
せ
た
材
木
で
内
匠
寮
に
作
ら
せ
、
少
内
記
に
「
銘
」
（
こ
の
「
銘
」
が

な
ん
で
あ
っ
た
か
は
後
述
）
を
書
か
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
先
例
は
な
か
っ
た
が
、

「
時
杭
」
の
作
り
替
え
に
准
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
と
き
焼
失
し
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た
内
竪
所
簡
の
新
調
が
延
期
さ
れ
た
の
か
、
再
度
焼
失
し
た
の
か
、

K
で
は
長
承
元

年
十
一
月
一
日
に
新
大
納
言
源
能
俊
が
上
卿
に
な
っ
て
「
内
竪
所
籍
簡
」
の
作
成
日

時
を
勘
申
さ
せ
、
同
月
七
日
に
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
竪
奉
時
（
人
名
「
と

も
と
き
」
か
時
報
担
当
の
奏
時
内
竪
だ
が
後
者
だ
ろ
う
）
の
私
宅
焼
亡
に
よ
っ
て
焼

失
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

ー
の
「
内
竪
所
籍
」
を
J
で
は
「
内
竪
所
簡
」
と
し
、

K
で
は
「
内
竪
所
籍
筒
」
と

し
て
い
る
こ
と
と
、
内
竪
私
宅
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
議
所
に

「
立
て
る
」
内
竪
所
簡
は
時
報
の
た
め
の
「
時
簡
杭
」
と
同
様
に
木
製
で
あ
り
、
焼

失
し
た
と
き
、
修
理
職
の
材
木
を
使
っ
て
内
匠
寮
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て

お
く
。
す
な
わ
ち
内
竪
所
簡
が
板
製
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
内
竪
所
簡
が
殿
上
日

給
衡
と
同
じ
内
竪
所
職
員
の
上
日
数
管
理
の
た
め
の
日
給
衝
で
あ
っ
た
と
い
う
先
の

仮
説
の
確
実
性
を
ま
す
ま
す
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

B
－

F
か
ら
内
竪
所
簡
は
三
枚

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
三
枚
と
い
う
の
は
文
書
や
紙
で
は
な
く
、
日
給
簡
の
板
が
三

枚
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

O
は
「
内
竪
籍
三
枚
、
長
六
尺
〔
約
一
八
て
八

匂
〕
、
広
一
尺
四
寸
［
約
四
二
、
囲
内
ン
］
、
厚
四
分
［
一
、
一
一
刊
ン
ご
と
す
る
。
議
所
大
臣

康
の
後
の
壁
に
は
こ
の
長
大
な
内
竪
所
臼
給
衡
が
三
枚
並
べ
て
た
て
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
様
は
壮
観
で
あ
る
。
内
竪
所
に
は
頭
六
人
（
預
と
同
じ
か
）
、
執
事
六
人
、

内
堅
二

O
O人
が
所
属
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
（
『
平
安
時
代
史
事
典
』
「
内
竪
所
」

の
項
所
京
子
氏
執
筆
）
、
二

O
O人
以
上
の
交
名
を
記
載
す
る
日
給
簡
が
三
枚
必
要

だ
っ
た
と
い
う
の
も
領
け
る
。
こ
の
長
大
な
木
簡
三
枚
を
、

B
に
よ
れ
ば
、
内
竪
所

預
が
一
人
で
三
枚
ま
と
め
て
担
い
で
議
所
か
ら
陣
座
の
道
長
の
も
と
に
運
ん
だ
と
い

う
の
だ
か
ら
、
驚
嘆
す
る
。
し
か
し
こ
の
長
大
な
三
枚
の
木
簡
が
、
ほ
ん
と
う
に
日

給
衝
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
。
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
断
定
は
で
き
な
い
。
ー

の
「
銘
」
、

O
の
「
其
銘
所
レ
注
大
概
如
レ
此
」
の
「
銘
」
が
何
だ
っ
た
の
か
と
も
深
く

関
わ
る
。
こ
の
点
は
、
繰
り
返
す
が
、
あ
と
で
検
討
す
る
。

『
類
衆
符
宣
抄
』
（
第
七
）
承
平
六
年
（
九
三
六
）
四
月
三
日
内
竪
所
諦
奏
に
は
、

第 4号史人

内
竪
所
官
人
代
（
執
事
）
が
「
厨
家
弁
日
給
事
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
大
炊
寮
南
の
内
竪
所
厨
家
で
の
内
竪
所
出
勤
者
に
対
す
る
給
食
と
、
一
本
御
書

所
東
の
内
竪
所
や
春
輿
殿
東
の
内
竪
所
内
候
の
壁
に
日
給
簡
を
立
て
て
放
紙
を
貼
付

す
る
出
勤
管
理
を
指
す
h
H
E

内
竪
所
執
事
の
な
か
に
は
勤
務
管
理
担
当
者
が
い
た
の

で
あ
り
、
ー
・

J
に
み
え
る
、
私
宅
で
内
竪
所
簡
を
焼
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
内
竪
と

い
う
の
は
、
内
竪
所
簡
が
日
給
簡
な
ら
、
勤
務
管
理
担
当
の
内
竪
所
執
事
か
そ
の
配

下
の
内
竪
で
あ
り
、
内
聖
所
簡
に
貼
付
さ
れ
た
内
竪
全
員
の
放
紙
を
個
人
別
に
集
計

し
て
上
日
数
を
確
定
す
る
作
業
を
す
る
た
め
に
、
内
竪
所
簡
を
「
私
宅
」
に
持
ち
帰

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
夜
間
の
集
計
作
業
中
、
燈
台
が
倒
れ
で

も
し
て
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
肉
聾
所
別
当
と
公
卿
別
当
に
よ
る
肉
竪
所
簡
加
署

第
二
に
、
内
竪
所
簡
に
は
、
毎
年
、
公
卿
別
当
が
加
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
B

・
C
－

D
）
、
別
当
の
加
署
が
な
け
れ
ば
議
所
に
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
先
ず
内
竪
所
別
当
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
諸
司
所
々
別
当
に
は
公
卿
別
当

・
奉
行
別
当
（
殿
上
と
地
下
、
弁
・
次
将
・
蔵
人
の
別
が
あ
る
）
・
六
位
別
当
（
史
・

外
記
・
蔵
人
・
所
職
員
）
が
あ
り
、
諸
司
所
々
別
当
制
は
、
公
卿
・
殿
上
人
集
団
が

官
方
諸
司
と
蔵
人
方
所
々
を
統
括
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（
『
平
凡
社
日
本
史
大

事
典
』
「
所
宛
」
の
項
下
向
井
執
筆
）
。

B
・
C
－

D
か
ら
内
覧
左
大
臣
道
長
は
寛
弘
二
年
（
一

O
O五
）
以
前
か
ら
内
竪
所

公
卿
別
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

F
で
関
白
内
大
臣
師
通
（
関
白
三
年
目
）
は
、

（
外
記
が
加
判
を
求
め
て
）
宿
所
に
持
参
し
た
内
竪
所
傭
三
枚
に
つ
い
て
、
ま
だ
別

当
に
補
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
ど
う
す
べ
き
か
父
大
殿
師
実
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
宣
旨

で
別
当
に
補
さ
れ
た
例
が
あ
る
か
ら
宣
旨
を
出
し
て
貰
え
ば
い
い
が
、
宣
旨
な
し
で

も
「
朝
臣
」
と
書
く
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
、
内
堅
所
簡
に
書
か
れ
た
以
前
（
去
年
）

の
書
跡
を
削
っ
て
改
め
て
「
朝
臣
」
の
字
を
書
け
ば
よ
い
、
と
い
う
返
事
だ
っ
た
。

G
で
内
覧
右
大
臣
忠
実
（
内
覧
四
年
目
）
は
、
除
目
初
日
の
夜
、
内
堅
所
簡
に
「
朝
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『小右記』こぼれ話

医
」
の
字
を
加
判
し
た
。
忠
実
は
ま
だ
内
竪
所
別
当
に
補
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

蔵
人
頭
重
資
を
通
し
て
今
夜
別
当
に
補
任
す
る
よ
う
堀
何
天
皇
に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、

天
皇
は
た
だ
ち
に
別
当
補
任
宣
旨
を
下
し
て
く
れ
た
の
で
、
加
判
す
る
こ
と
が
で
き

た。

F
－

G
は
、
何
年
か
お
き
に
行
わ
れ
る
殿
上
所
宛
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
た

め
、
関
白
・
内
貰
に
就
任
し
て
三

1
四
年
を
経
で
も
な
お
正
式
に
内
竪
所
別
当
に
補

任
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る

E
。

平
安
末
1
鎌
倉
期
の
殿
上
所
宛
の
事
例
を
み
る
と
、
『
兵
範
記
』
嘉
応
元
年
（
一
一

六
九
）
八
月
二
十
七
日
条
で
は
官
方
諸
司
の
内
蔵
寮
・
陰
陽
寮
・
修
理
職
、
蔵
人
方

所
々
の
内
記
所
・
内
竪
所
・
穀
倉
院

B
の
公
卿
別
当
が
「
巴
上
摂
政
、
如
レ
旧
」
（
松

殿
基
一
房
）
と
さ
れ
、
『
玉
薬
』
承
久
二
年
（
一
二
二

O
）
一
二
月
二
十
二
日
条
で
も
内
竪

所
を
含
む
同
じ
諸
司
所
々
の
公
卿
別
当
が
「
巴
上
関
白
」
（
近
衛
家
実
）
と
さ
れ
て
い

る
。
内
竪
所
公
卿
別
当
な
ど
の
八
所
の
別
当
に
一
上
（
首
席
大
臣
）
が
補
さ
れ
る
慣

例
は
醍
醐
朝
の
藤
原
時
平
か
ら
は
じ
ま
り
8
、
そ
の
後
、
摂
関
内
覧
が
内
竪
所
公
卿

別
当
に
な
る
慣
例
に
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
『
類
衆
符
宣
抄
』
（
第
七
）
所
収
の
承
平

六
年
（
九
三
六
）
四
月
三
日
内
竪
所
請
奏
へ
の
間
十
一
月
十
一
日
外
題
宣
旨
の
宣
者

が
別
当
中
納
言
平
伊
望
で
あ
る
の
は
そ
の
慣
例
が
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
例
は
、
摂
政
忠
平
が
八
月
十
九
日
に
太
政

大
臣
に
任
じ
ら
れ
て
内
竪
所
別
当
か
ら
離
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
（
『
公
卿
補

任
』
）
。
忠
平
が
な
お
摂
政
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
天
慶
四
年
（
九
四
こ
に
も
内
竪
所

公
卿
別
当
に
参
議
左
大
弁
藤
原
元
方
が
補
せ
ら
れ
て
い
る
（
『
本
朝
世
紀
』
同
年
十
二

月
二
十
七
日
条
）
。

『
西
宮
記
』
（
臨
時
五
所
々
事
）
で
は
内
竪
所
に
つ
い
て
「
以
二
大
臣
・
中
将
・

六
位
一
為
一
一
別
当
一
」
と
あ
り
、
公
卿
別
当
の
下
に
殿
上
奉
行
別
当

5
・
六
位
別
当
が

置
か
れ
て
い
た
。
上
記
承
平
六
年
四
月
三
日
内
竪
所
請
奏
奥
に
書
か
れ
た
同
年
間
十

一
月
十
一
日
外
題
宣
旨
の
宣
者
は
別
当
中
納
言
平
伊
望
、
奉
行
は
別
当
左
近
衛
少
将

源
当
季
、
奉
者
は
別
当
大
蔵
大
丞
吉
野
滋
春
で
あ
る
（
滋
春
は
誇
奏
に
署
判
し
た
内
竪

所
頭
六
人
の
上
首
で
も
あ
る
）
。
内
竪
所
の
申
請
に
対
す
る
裁
許
宣
旨
が
公
卿
別
当
i

殿
上
奉
行
別
当
l
六
位
別
当
を
経
由
し
て
内
竪
所
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
諸

司
所
々
別
当
制
の
役
割
が
担
当
諸
司
所
々
の
申
請
に
対
す
る
裁
許
で
あ
っ
た
こ
と
を

端
的
に
表
現
し
て
い
て
興
味
深
い
。
そ
れ
が
儀
式
や
行
事
の
場
に
お
け
る
内
竪
の
役

目
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
（
儀
式
・
行
事
に
お
け
る
内
竪
に
対
す
る
指
鐸
・
命
令

は
、
内
弁
・
行
事
上
卿
・
行
事
蔵
人
・
出
居
次
将
・
行
事
弁
・
外
記
な
ど
儀
式
・
行

事
上
の
指
揮
関
係
の
な
か
で
な
さ
れ
る
）
、
官
人
代
か
ら
執
事
へ
の
職
制
呼
称
の
変
更

と
い
う
内
竪
所
の
組
織
・
人
事
に
関
わ
る
申
請
の
裁
可
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
項
で
述
べ
る
諸
司
所
々
別
当
の
主
要
な
役
割
が

月
奏
（
上
日
奏
）
や
労
帳
や
日
給
簡
へ
の
加
署
、
即
ち
勤
務
管
理
で
あ
る
こ
と
と
通

底
し
て
い
る
。

殿
上
奉
行
別
当
は
、
『
西
宮
記
』
で
は
中
将
と
し
承
平
六
年
請
奏
で
は
少
将
で
あ
る

が
、
嘉
応
元
年
の
殿
上
所
宛
で
は
頭
弁
平
信
範
、
承
久
二
年
で
は
蔵
人
頭
宮
内
卿
平

経
高
（
正
月
二
十
二
日
右
大
弁
を
去
っ
て
い
る
）
で
あ
っ
て
、
次
将
で
は
な
く
蔵
人

頭
に
な
っ
て
い
る
。
ー
で
内
竪
所
殿
上
奉
行
別
当
と
推
定
し
た
康
和
元
年
（
一

O
九

九
）
の
宗
忠
、
長
承
元
年
（
一
二
ニ
ニ
）
の
師
俊
は
蔵
人
頭
（
頭
弁
）
で
あ
り
、
内

竪
所
殿
上
奉
行
別
当
は
一
一
世
紀
後
半
に
は
近
衛
次
将
か
ら
蔵
人
頭
に
変
わ
っ
て
い

た
と
み
て
よ
い
。

『
西
宮
記
』
の
い
う
六
位
別
当
は
、
承
平
六
年
請
奏
の
内
竪
頭
上
首
大
蔵
大
丞
吉

野
滋
春
に
あ
た
る
。
六
位
蔵
人
の
本
官
は
、
通
常
、
式
部
丞
・
左
近
将
監
・
衛
門
尉
な

ど
で
あ
り
、
大
蔵
大
丞
を
本
宮
と
す
る
六
位
蔵
人
は
近
い
時
期
で
は
寛
平
九
年
（
八

九
七
）
の
藤
原
俊
蔭
が
い
る
だ
け
で
あ
り
、
彼
も
補
任
後
、
半
年
で
左
近
将
監
に
転

じ
て
い
る
（
市
川
久
編
『
蔵
人
補
任
』
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
八
九
年
）
。
ま
た

六
位
蔵
人
の
姓
を
通
覧
す
る
と
源
平
藤
橘
四
姓
に
大
江
・
菅
原
・
良
峯
・
紀
な
ど
が
加
わ

る
と
い
う
も
の
で
（
圧
倒
的
に
藤
原
と
源
）
、
吉
野
姓
の
よ
う
な
い
わ
ば
卑
姓
の
人
物

が
六
位
蔵
人
に
な
る
例
は
な
い
。
吉
野
滋
春
は
六
位
蔵
人
で
は
な
か
っ
た
。
『
侍
中
群

要
』
（
第
十
）
「
所
々
別
当
事
」
で
は
、
「
陣
中
所
々
」
（
内
御
書
所
・
校
書
殿
・
内
竪

所
・
進
物
所
・
御
厨
子
所
・
薬
殿
・
作
物
所
）
の
別
当
に
補
任
さ
れ
た
者
は
射
場
で
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（
蔵
人
を
通
し
て
）
慶
賀
を
奏
す
る
が
、
地
下
の
者
は
肢
で
慶
賀
を
申
す
、
と
す
る
。

こ
の
肢
で
慶
賀
を
申
す
地
下
の
別
当
と
は
、
公
卿
・
殿
上
人
・
蔵
人
を
別
当
に
補
す

る
殿
上
所
宛
と
は
区
別
さ
れ
た
、
｛
目
所
宛
（
地
下
の
弁
・
少
納
言
・
史
・
史
生
を
諸

司
別
当
に
補
す
）
や
局
所
宛
（
外
記
・
史
生
を
諸
司
別
当
に
補
す
）
に
相
当
す
る
、

蔵
人
所
雑
色
・
所
衆
・
所
々
頭
・
預
ら
を
別
当
に
補
す
る
い
わ
ば
「
蔵
人
所
所
宛
」
で

補
さ
れ
た
六
位
別
当
、
す
な
わ
ち
承
平
六
年
請
奏
の
内
竪
頭
大
蔵
大
丞
吉
野
滋
春
の

よ
う
な
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
侍
中
群
要
』
（
第
十
）
「
所
々
任
人
」
で
内
竪
頭
・

執
事
ら
の
補
任
は
、
（
蔵
人
頭
が
）
名
簿
を
蔵
人
に
下
し
給
い
、
蔵
人
が
「
本
所
」

（
内
壁
所
な
ど
）
に
仰
せ
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
蔵
人
の
役
割
は
、
承
平
六
年
請
奏
の
外
題
宜
旨
の
奉
者
六
位
別
当
内
竪
頭
吉
野
滋

春
の
役
割
と
類
似
し
て
お
り
、
内
竪
所
六
位
別
当
も
や
が
て
六
位
蔵
人
が
担
う
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
内
竪
所
別
当
が
摂
関
内
覧
が
な
る
公
卿
別
当
、
近
衛
次
将
か
ら
蔵
人
頭
に

替
わ
っ
た
殿
上
奉
行
別
当
、
筆
頭
内
竪
頭
（
あ
る
い
は
六
位
蔵
人
）
が
な
る
六
位
別

当
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
み
た
。
内
竪
所
別
当
は
弁
別
当
・
史
別
当
を

有
す
る
宮
方
諸
司
別
当
と
は
異
な
る
蔵
人
方
所
々
別
当
で
あ
っ
た
（
5
0

さ
て
話
題
を
も
と
に
も
ど
す
と
、
内
竪
所
簡
へ
の
公
卿
別
当
の
加
署
と
は
、

F
－

G
か
ら
、
「
朝
臣
」
の
字
を
記
入
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
日
給
簡
と
い
う
板
へ
の
加
署
で

あ
る
か
ら
、
文
書
へ
の
署
判
（
花
押
）
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
加
署

は
ま
た
、

F
に
「
旧
跡
を
削
っ
て
朝
庄
の
字
を
書
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
殿
上
所
宛

で
別
当
に
補
さ
れ
た
と
き
に
（
あ
る
い
は
就
任
後
に
簡
を
新
調
し
た
と
き
に
）
内
竪

所
衡
に
書
か
れ
た
「
関
白
内
大
臣
内
竪
所
別
当
藤
原
」
の
署
所
の
下
に
以
前
に
自
署

し
た
「
朝
臣
」
の
字
だ
け
小
刀
で
削
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
「
朝
臣
」
の
字
を
書
く
と

い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
独
特
の
加
署
の
仕
方
も
、
内
竪
所
簡
が
日
給
簡

の
板
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
加
署
は
、

B
・
C
・
D
・
F
・
G
か
ら
、
天
皇
の
代
替
わ
り
と
か
公
卿
別
当
初

任
時
に
の
み
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
毎
年
行
わ
れ
た
。
本
来
は
、
除
目
の
初
日
に

第 4号史人

加
署
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
外
記
が
内
堅
所
頭
（
預
）
に
持
た
せ
て
別

当
（
摂
関
内
覧
）
の
も
と
に
参
上
し
、
加
署
を
貰
う
も
の
で
あ
っ
た
。

G
で
は
除
目

ま
で
に
殿
上
所
宛
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
に
正
式
の
公
卿
別
当
に
補
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
宣
旨
」
で
別
当
に
補
任
し
て
貰
っ
て
（
F
で
は
補
任
宣
旨
を
受

け
な
い
ま
ま
で
あ
る
が
）
除
目
初
日
に
加
署
し
た
と
あ
り
、

B
－

C
で
は
何
ら
か
の

事
情
で
除
目
の
日
ま
で
に
内
竪
所
預
が
加
署
を
求
め
に
来
な
か
っ
た
か
ら
除
目
初
日

の
加
署
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

M
『
除
目
抄
』
に
は
「
摂
関
御
署
有

4

相
違
事
一
者
、

除
目
夜
令
レ
持
一
内
堅
一
天
外
記
申
子
細
一
参
三
摂
関
御
直
慶
一
可
レ
被
レ
直
レ
之
」
と
あ
り
、

事
前
に
加
署
し
た
も
の
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
、
除
目
初
夜
に
外
記
が
内
竪
に
内
竪

所
簡
を
持
た
せ
て
摂
関
直
底
に
参
上
し
加
署
し
直
す
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
内
竪
所
日
給
簡
は
、
内
竪
所
公
卿
別
当
で
あ
る
摂
関
内
覧
の
加
署
な

し
に
は
日
給
簡
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
卿
別
当
が
内
竪
所

職
員
（
頭
・
執
事
・
内
竪
）
の
上
回
数
H
勤
務
状
況
の
最
高
管
理
責
任
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
蔵
人
所
別
当
が
殿
上
人
・
蔵
人
所
・
瀧
口
の
月
奏

に
加
署
し
、
御
厨
子
所
・
一
本
御
書
所
の
公
卿
別
当
が
担
当
所
の
月
奏
に
加
署
し
て

蔵
人
が
奏
上
し
、
公
卿
・
太
政
官
官
人
・
校
書
殿
・
進
物
所
な
ど
の
上
日
を
内
侍
所

が
毎
月
一
日
に
奏
す
る
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
Bvo

月
奏
お
よ
び
毎
月
一
日
上
日

奏
を
行
う
前
提
に
は
所
属
職
員
の
上
日
数
把
握
が
不
可
欠
で
あ
り
、
出
勤
職
員
の
上

日
は
そ
の
つ
ど
日
給
簡
に
放
紙
を
貼
付
し
、
そ
れ
を
毎
月
集
計
す
る
作
業
が
必
要
で

あ
る
。
承
平
六
年
内
竪
所
謂
奏
に
み
え
る
官
人
代
（
執
事
）
の
業
務
「
日
給
」
は
、

日
給
簡
へ
の
放
紙
貼
付
・
毎
月
集
計
作
業
を
指
す
も
の
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
前
述

の
内
竪
所
簡
焼
失
も
こ
の
よ
う
な
実
務
作
業
の
な
か
で
起
こ
っ
た
事
故
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
月
奏
・
毎
月
一
日
上
日
奏
を
蔵
人
・
内
侍
所
を
通
し
て
奏
上
す
る
前
提
と

し
て
、
諸
司
所
々
別
当
は
奏
文
に
加
署
す
る
が
、
当
然
、
各
官
司
の
日
給
簡
へ
の

「
朝
臣
」
字
の
加
署
も
行
っ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
朝
臣
」
字
加
署

が
内
竪
所
公
卿
別
当
だ
け
が
行
う
儀
礼
的
加
署
と
は
思
え
な
い
。
同
様
に
内
竪
所
日

給
簡
に
加
署
す
る
公
卿
別
当
は
、
当
然
、
毎
月
一
日
上
日
奏
に
加
署
し
て
い
た
と
い
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う
こ
と
に
な
ろ
う
｛
抽
吉

内
竪
所
の
場
合
、
除
目
初
日
に
議
所
に
内
竪
所
簡
を
立
て
る
と
い
う
儀
礼
的
な
行

事
が
あ
っ
た
か
ら
、
日
給
簡
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
研
究
者
の
眼
に
触
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
だ
け
で
、
他
の
諸
司
所
々
に
も
日
給
簡
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
内
竪
所
日
給
衡
の

場
合
と
同
様
に
公
卿
別
当
が
「
朝
臣
」
字
を
加
署
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。
諸
司
所
々
別
当
制
の
基
本
的
役
割
は
、
日
給
簡
へ
の
加
署
、
上
日
奏
へ
の

加
署
、
労
帳
へ
の
加
署
と
い
う
所
属
職
員
の
勤
務
管
理
・
人
事
管
理
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

『小布記』こぼれ話

囲
外
記
・
肉
竪
所
と
肉
聾
所
簡
管
理

第
三
に
、
除
目
初
日
に
議
所
に
内
竪
所
衡
を
立
て
る
の
は
、
除
目
事
務
方
担
当
者

で
あ
る
大
外
記
の
役
目
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
立
て
た
内
竪
所
衡
の
管
理
は
外
記
が

行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
除
目
の
期
間
（
通
常
三
日
間
。
『
除
目
抄
』
は
第
二
日

に
は
必
ず
し
も
立
て
な
い
、
と
す
る
）
だ
け
で
あ
る
。

B
で
大
外
記
善
言
は
、
内
竪

所
公
卿
別
当
（
す
な
わ
ち
内
覧
左
大
臣
道
長
）
の
加
箸
が
な
い
か
ら
内
竪
所
簡
を
議

所
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
道
長
に
報
告
し
た
。
道
長
が
そ
れ
で
は
こ
こ
陣

座
で
加
署
し
よ
う
か
、
と
公
卿
た
ち
に
諮
る
と
、
公
卿
等
は
そ
れ
で
問
題
な
い
と
応

じ
た
の
で
、
道
長
は
善
言
に
内
竪
所
簡
を
持
っ
て
来
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
前
記
の

よ
う
に
『
除
目
抄
』
に
は
、
摂
関
の
加
署
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
、
外
記
が
内
竪
に

内
竪
所
簡
を
持
た
せ
て
摂
関
直
虚
に
参
上
し
加
署
し
直
す
と
あ
る
。
議
所
で
の
内
竪

所
鮪
管
理
が
外
記
の
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
同
時
に
大
外
記
善
一
言
が
内
竪
所
簡
を
道
長
に
差
し
出
し
加
署
を
求
め
る
際
、

実
際
に
内
竪
所
簡
を
持
っ
て
い
た
の
は
内
竪
所
預
ら
で
あ
っ
た
。
除
目
に
あ
た
っ
て
、

内
竪
所
の
通
常
の
定
位
置
に
あ
っ
た
長
大
な
内
竪
所
簡
三
枚
を
議
所
ま
で
持
ち
運
ん

だ
の
も
内
竪
所
頭
（
預
）
預
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
常
的
に
内
竪
所
簡
を
管

理
し
て
い
た
の
は
内
竪
所
頭
（
預
）
・
執
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
肉
聾
所
労
幅
と
肉
置
所
輪
開

し
か
し
こ
こ
で
難
問
に
逢
着
す
る
。
内
竪
所
「
簡
」
と
B
・
o－
E
・
I
の
内
竪
所

「
籍
筒
」
と
は
本
当
に
閉
じ
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

B
で
大
納
言
実
資

は
、
内
竪
所
「
籍
鮪
」
の
加
署
が
ま
だ
だ
と
知
っ
た
道
長
が
大
外
記
善
言
に
命
じ
て

「
籍
簡
」
を
召
し
た
と
こ
ろ
、
内
竪
所
預
・
内
堅
三
人
が
、
一
人
は
書
杖
に
挿
ん
だ

「
奏
文
一
枚
」
を
、
一
人
は
「
簡
三
枚
」
を
、
一
人
は
「
硯
」
を
持
っ
て
道
長
に
献

じ
た
、
と
記
す
。
同
じ
こ
と
を
C
で
道
長
自
身
は
、
大
外
記
善
一
吉
田
か
ら
、
殿
上
奉
行

別
当
・
六
位
別
当
ら
の
署
判
に
手
間
取
っ
て
い
た
の
で
「
内
竪
労
帳
」
に
ま
だ
道
長
の

加
署
を
も
ら
え
て
い
な
い
と
聞
か
さ
れ
（
「
内
竪
労
帳
未
レ
判
、
是
下
別
当
等
取
レ

名
聞
也
」
。
こ
こ
で
い
う
「
別
当
ご
が
殿
上
奉
行
別
当
と
六
位
別
当
を
指
す
こ
と
に
問

題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
A
O
）
、
す
ぐ
に
内
竪
所
預
等
三
人
に
「
労
帳
」
「
鮪
」
「
硯
」
持

っ
て
こ
さ
せ
た
、
と
書
い
て
い
る
。

B
で
「
籍
筒
」
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
内
竪
所

預
ら
三
人
が
持
参
し
た
も
の
は
、

B
で
は
「
奏
文
一
枚
」
「
筒
三
枚
」
「
碗
」
で
あ
っ

た
が
、

C
で
は
「
労
帳
」
「
傭
」
「
硯
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
奏
文
一
枚
」
は

「
労
帳
」
、
「
鮪
三
枚
」
は
「
簡
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
す
る
と
、

B
「籍

簡
」
の
「
籍
」
は
「
労
帳
」
、
「
簡
」
は
日
給
簡
な
の
だ
ろ
う
か
。

C
に
「
労
帳
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
私
を
少
な
か
ら
ず
困
惑
さ
せ
る
。
「
内
竪
所

労
帳
」
は
除
目
初
夜
の
官
頭
に
行
う
四
所
籍
の
内
竪
所
籍
で
諸
国
嫁
・
自
に
推
挙
す

る
内
竪
頭
ら
官
人
の
姓
名
・
年
労
（
勤
務
年
数
）
・
上
日
数
を
記
し
た
文
書
で
あ
り
、

道
長
自
身
が
自
ら
の
日
記
に
、
こ
の
内
竪
所
労
帳
に
加
署
し
て
い
な
か
っ
た
と
書
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
奏
文
一
枚
」
H
「
労
帳
」
な
ら
、
内
竪
所
労
帳
は
書
杖
に
挿
ん

だ
一
枚
の
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
竪
所
別
当
（
公
卿
別
当
・
殿
上
奉
行
別

当
・
六
位
別
当
）
の
加
署
を
経
て
奏
聞
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

黒
板
伸
夫
氏
が
「
所
の
奏
に
よ
っ
て
巡
任
に
あ
ず
か
る
さ
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と

を
指
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
内
竪
所
籍
簡
を
立
て
る
」
こ
と
は
、
除
自
の
四
所
籍

と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
、
私
が
こ
こ
ま
で
内
竪
所
簡
は
日
給
衡
の
板
で
あ
り

四
所
籍
の
労
帳
と
は
関
係
な
い
と
述
べ
て
き
た
こ
と
が
、
す
べ
て
崩
れ
去
っ
て
し
ま
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う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ほ
ぽ
脱
稿
し
た
あ
と
佐
藤
論
文
に
目
を
通
し
、
『
春
除
目

抄
』
を
読
ん
だ
あ
と
で
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
感
が
強
く
な
る
。

佐
藤
氏
は
、
「
『
内
竪
所
ノ
籍
筒
』
と
は
、
四
所
籍
に
お
け
る
任
官
候
補
者
選
出
基

準
と
で
も
い
う
べ
き
各
種
『
籍
』
と
、
そ
の
『
籍
』
そ
れ
ぞ
れ
を
創
設
し
た
と
き
の

『
宣
旨
』
と
を
書
き
連
ね
た
、
長
さ
六
尺
、
広
さ
一
尺
四
寸
、
厚
さ
四
分
の
木
簡
で

あ
っ
た
。
・
・
・
こ
の
『
籍
簡
』
に
は
、
そ
の
内
実
が
失
わ
れ
た
十
世
紀
以
降
に
な
っ

て
も
、
必
ず
内
竪
所
別
当
が
加
署
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
と
説
明
す
る
。
佐
藤

氏
が
内
竪
所
籍
衡
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
は
、

O
の
内
竪
籍
に
注
さ
れ

て
い
る
「
銘
」
が
O
の
前
に
あ
る
記
事
を
指
す
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

頭
・
敷
位
・
喚
・
奏
時

巳
上
内
竪
所
大
籍
者
也

天
延
二
年
正
月
四
日
宣
旨
組
問
、
前
陽
成

腸
成
院
、
院
度
人
、
支
三
別
籍
造
元
帳
者
、

天
暦
三
年
正
月
五
日
宣
旨
俗
、
春
宮

前
春
宮
坊
、
坊
度
人
、
宜
一
－
副
籍
進
二
労
帳
会
日
、

天
延
二
年
十
二
月
十
八
日
宣
旨
俗
、

太
皇
太
后
宮
職
、
前
太
皇
太
后
宮
度
人
、
宜
・

．．． 

天
元
四
年
正
月
八
日
宣
旨
俗
、

前
中
宮
職
、
前
中
宮
職
度
入
、
宜
－
－
－
－

巳
上
内
竪
所
小
籍
也
、

去
天
暦
一
元
年
十
二
月
宣
旨
俗
、
前
坊
度
人
、
室
三
別

天
暦
籍
、
籍
進
一
発
帳
一
者
、
又
安
和
三
年
正
月
廿
四
日
宣
旨
、

去
天
暦
一
元
年
正
月
廿
四
宣
旨
俗
、
前
坊
度
人
、

安
和
籍
、
宜
三
別
鰭
進
－
一
労
帳
一
者
、
文
為
安
和
籍
両
名
、

疋
暦
天
暦
三
年
月
日
宣
旨
俗
、
前

前
朱
雀
院
籍
、
坊
度
人
、
室
二
一
別
鰐
進
一
労
帳
一
者
、

年
月
日
宣
旨
俗
、
前
坊
度

承
平
籍
、
人
、
宜
三
別
籍
進
一
一
労
帳
一
者
、

巴
上
同
小
籍
也
、

で
あ
る
。
こ
の
記
事
を
受
け
て
、

O

「
凡
州
割
剰
三
枚
、
長
六
尺
、
広
一
尺
四
寸
、

厚
四
分
、
其
銘
所
レ
注
大
概
如
レ
此
、
次
第
頗
不
レ
得
ニ
其
心
一
敗
、
其
書
様
在
レ
別
」
が

第 4号史人

続
く
の
で
あ
る
。
前
掲
記
事
は
、
。
の
「
其
銘
所
レ
注
大
概
如
レ
比
」
の
「
其
銘
」
に

相
当
し
、
三
枚
中
一
枚
は
「
内
竪
所
大
籍
」
、
二
枚
は
「
内
竪
所
小
籍
」
で
あ
り
、
三

枚
そ
れ
ぞ
れ
の
「
銘
」
に
は
巡
任
枠
と
そ
の
由
緒
の
宣
旨
取
意
文
が
引
か
れ
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
、
佐
藤
氏
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で

「
銘
」
で
あ
っ
て
、

O
に
よ
れ
ば
「
内
竪
籍
三
枚
」
の
「
書
様
」
は
別
途
存
在
し
た
。

全
長
一
八
二
句
、
全
幅
四
二
句
の
長
大
な
木
簡
三
枚
に
、
こ
れ
だ
け
の
文
字
し
か
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
殿
上
日
給
簡
は
、
上

部
に
「
大
字
銘
」
が
あ
り
、
そ
の
下
部
を
三
段
（
上
段
は
四
位
、
中
段
は
五
位
、
下

段
は
六
位
）
に
区
分
し
て
、
殿
上
人
の
官
位
姓
名
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
五
百
全

長
一
八
二
句
の
内
竪
所
簡
も
、
そ
の
上
部
に
上
記
の
「
銘
」
が
時
々
の
能
筆
に
よ
っ

て
書
か
れ
（
J
）
、
「
銘
」
の
下
の
広
大
な
余
白
を
何
段
か
に
区
分
し
て
、
内
堅
の
交

名
が
記
さ
れ
て
い
た
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
限
で
記
事
を
見
直

す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
籍
が
四
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
「
大

籍
」
の
「
頭
・
散
位
・
喚
・
奏
時
」
、
「
小
籍
」
の
「
陽
成
院
、
前
春
宮
坊
、
太
皇
太

后
宮
職
、
前
中
宮
職
」
と
「
天
暦
籍
、
安
和
籍
、
前
朱
雀
院
籍
、
承
平
籍
」
で
あ
る
。

各
「
籍
簡
」
と
も
に
四
段
に
区
分
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
内
竪
た
ち
の
氏
名
が

列
記
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
内
竪
所
簡
・
内
竪
所
籍
・
内
竪
所

籍
簡
と
区
々
に
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
や
は
り
最
初
の
想
定
ど
お
り
内
竪
所
日
給

簡
で
よ
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

す
る
と
C
で
道
長
本
人
が
「
労
帳
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い

い
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
解
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
道
長
が
書
い
て
い
る

と
お
り
、
内
竪
所
公
卿
別
当
道
長
は
、
内
竪
所
労
帳
と
内
竪
所
簡
H
日
給
簡
の
ど
ち

ら
に
も
加
署
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
外
記
善
言
は
除
目
初
日
の
一
宮
に
入

れ
る
た
め
に
内
竪
所
が
提
出
し
た
労
帳
に
殿
上
奉
行
別
当
・
六
位
別
当
の
署
判
を
貰

う
の
に
手
間
取
っ
て
道
長
の
署
判
を
貰
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
陣
康
で
道
長
の
署

判
を
も
ら
い
、
一
宮
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
内
竪
所
労
帳
の
書
出
は
「
内
竪
所
」
、

事
書
に
籍
区
分
｛
頭
籍
と
か
奏
時
籍
と
か
朱
雀
院
籍
な
ど
て
次
行
に
巡
任
推
挙
者
の

）
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位
階
・
姓
名
・
希
望
国
接
、
そ
の
次
行
に
年
労
年
数
・
上
日
数
、
そ
の
次
行
の
書
止

文
言
が
「
右
年
労
上
自
注
進
如
レ
件
」
、
最
後
の
行
が
日
付
、
日
下
に
署
判
者
名
、
と

な
る
。

B
－

C
か
ら
労
帳
は
奏
文
で
あ
る
が
、
右
の
労
帳
の
書
式
は
奏
文
で
は
な
く
、

勤
務
年
数
・
勤
務
日
数
・
巡
任
希
望
者
・
希
望
国
を
挙
示
し
た
だ
け
の
、
た
ん
な
る

注
進
状
で
あ
る
。
署
判
者
は
内
竪
所
六
位
別
当
の
こ
と
も
あ
る
が
、
「
最
終
責
任
者
と

し
て
別
当
が
加
署
」
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
内
竪
所
「
日
給
」
担
当
の
頭
（
預
）

・
執
事
が
労
帳
作
成
責
任
者
と
し
て
署
判
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
全
く
の
見
当
違

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
注
進
状
に
、
奏
詩
文
言
を
含
む
外
題
を
添
え
、
公
卿
別

当
・
殿
上
奉
行
別
当
・
六
位
別
当
が
加
署
し
て
は
じ
め
て
「
奏
文
」
と
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
外
題
署
判
者
の
う
ち
内
竪
所
公
卿
別
当
で
あ
る
藤
原
道
長
が
、

内
竪
所
職
員
の
勤
務
管
理
、
内
竪
所
籍
巡
任
推
挙
の
最
終
責
任
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
理
解
は
、

C
を
「
内
竪
労
帳
米
ν
判
、
是
下
一
一
別
当
等
↓
取
レ
名
間
也
」
と
訓
点

を
付
し
て
読
み
、
殿
上
奉
行
別
当
と
六
位
別
当
の
署
判
を
取
る
の
に
手
間
取
っ
た
か

ら
、
公
卿
別
当
道
長
の
署
判
が
ま
だ
だ
っ
た
、
と
解
釈
す
る
こ
ど
で
成
立
す
る
の
で

あ
る
が
、
佐
藤
氏
は
「
内
竪
労
帳
未
レ
判
、
是
下
別
当
等
取
レ
名
間
也
」
と
訓
点
を
付

し
、
道
長
が
「
下
別
当
」
（
六
位
別
当
）
に
代
わ
っ
て
「
内
堅
労
帳
」
に
署
を
加
え
て

い
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
で
は
「
内
竪
労
帳
未
レ
判
」
と
「
是
下
二
別
当

等
一
取
レ
名
間
也
」
と
の
因
果
関
係
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
道
長

は
奏
文
に
加
署
す
る
の
で
あ
っ
て
、
注
進
状
に
代
理
加
署
す
る
の
で
は
な
い
と
考
え

た
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
労
帳
に
奏
請
文
言
や
別
当
加
署
が
加
筆
さ
れ
る
も
の
な

の
か
ど
う
か
、
私
に
は
確
証
は
な
い
。
除
目
研
究
者
の
ご
教
示
を
請
い
た
い
。

大
外
記
善
言
は
、

C
で
道
長
に
労
帳
の
外
題
に
加
署
し
て
も
ら
っ
た
の
と
は
全
く

別
個
に
、
日
議
所
の
大
臣
座
の
後
の
墜
に
立
て
る
全
長
一
八
二
句
、
全
幅
四
二
刊
ン
の

内
竪
所
簡
三
枚
に
も
道
長
か
ら
「
朝
臣
」
の
加
署
を
も
ら
い
、
議
所
援
に
立
て
た
の

で
あ
る
。
四
所
籍
に
関
わ
る
内
竪
所
労
帳
は
内
竪
所
公
卿
別
当
道
長
が
加
署
し
な
か

っ
た
ら
除
目
初
日
を
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
重
大
な
責
任
を
担
っ

て
い
る
か
ら
道
長
は
、
吋
御
堂
関
白
記
』
に
具
体
的
に
記
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
大
納
言
実
資
と
し
て
は
自
分
の
責
任
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
（
自

分
が
別
当
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
）
、
『
小
右
記
』
に
B

「
奏
文
一
枚
」
と
し
か

書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
御
前
で
の
除
目
儀
を
前
に
、
陣
座
に
い
る
公
卿

た
ち
は
外
記
の
除
目
準
備
状
況
に
注
意
を
払
う
。
除
目
出
席
公
卿
が
集
合
し
て
会
食

す
る
議
所
に
内
竪
所
簡
は
立
て
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま

た
道
長
か
ら
こ
こ
陣
座
で
内
竪
所
衡
に
加
署
し
て
い
い
も
の
か
聞
か
れ
、
長
大
な
内

竪
所
簡
が
三
枚
も
加
署
を
貰
う
た
め
に
陣
座
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
実
資
が

内
竪
所
簡
の
こ
と
を
日
記
に
特
記
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

穴
肉
置
所
舗
を
韓
所
に
立
て
る
こ
と
の
意
味

そ
れ
で
は
な
ぜ
除
自
の
期
間
、
議
所
の
大
臣
座
の
後
の
墜
に
長
大
な
「
内
竪
所
日

給
簡
」
が
三
枚
も
並
べ
て
立
て
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
解
決
す
る
こ
と
が
小
論

の
課
題
で
あ
っ
た
。

議
所
は
内
裏
内
で
は
あ
る
が
、
叙
位
・
除
目
に
お
け
る
太
政
官
の
執
務
空
間
で
あ

る
。
議
所
北
に
は
、
弁
・
少
納
言
・
史
・
外
記
ら
の
詰
所
「
上
官
侍
」
が
あ
り
、
叙

位
・
除
目
儀
の
際
、
こ
こ
で
準
備
作
業
が
行
わ
れ
た
。

叙
位
・
除
自
に
お
い
て
、
公
卿
が
陣
康
か
ら
議
所
に
座
を
移
し
て
着
座
す
る
と
、

す
で
に
侍
従
厨
が
慢
を
設
け
て
お
り
、
少
納
言
・
弁
が
分
か
れ
て
公
卿
た
ち
に
献
盃

し
た
。
饗
棋
の
座
を
準
備
す
る
と
き
、
内
竪
は
酒
棋
を
配
膳
す
る
台
盤
を
並
べ
（
nv
、

少
納
言
・
弁
が
献
盃
す
る
と
き
、
内
竪
は
瓶
子
を
持
っ
て
付
き
従
っ
た

aE
い
つ
も

は
蔵
人
指
揮
下
で
雑
用
に
あ
た
る
内
竪
が
、
こ
こ
で
は
弁
・
少
納
言
・
外
記
の
指
揮

に
従
っ
て
、
饗
慢
の
座
の
設
営
や
給
仕
の
役
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
竪
た
ち

の
日
給
簡
で
あ
る
「
内
竪
所
簡
」
は
前
述
の
と
お
り
、
本
来
、
内
竪
所
に
立
て
ら
れ
、

内
竪
頭
（
預
）
・
執
事
が
内
竪
た
ち
の
上
日
の
放
紙
を
そ
れ
に
貼
り
付
け
て
い
た
は
ず

だ
。
そ
の
内
竪
所
日
給
簡
を
、
議
所
に
持
ち
込
み
議
所
に
立
て
て
い
る
の
は
、
内
竪

た
ち
が
弁
・
少
納
言
・
外
記
の
指
揮
下
で
雑
用
に
あ
た
る
除
目
の
三
日
間
（
ま
た
叙

位
の
日
）
、
外
記
が
出
向
し
て
き
た
内
竪
た
ち
の
上
日
の
放
紙
を
貼
り
付
け
る
た
め
だ

( 112) 
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っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芳
之
内
圭
氏

g
は
『
延
喜
太
政
官
式
』
の
「
凡
校
書

殿
及
内
竪
所
並
聴
－
一
太
政
官
井
弁
官
所
レ
仰
之
事
一
」
と
い
う
式
文
を
、
「
内
竪
所
は
太

政
官
や
弁
官
の
仰
せ
を
受
け
て
い
た
」
と
、
本
来
的
に
（
日
常
的
に
）
内
竪
所
が
太

政
官
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
の
式
文
は
、
「
（
日
常
的
に

は
蔵
人
の
指
揮
下
に
あ
る
）
内
堅
所
は
、
外
記
や
弁
官
の
指
示
に
も
従
う
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
小
論
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
、
叙
位
・
除
目
の
日
に
公

卿
の
議
所
饗
鎮
の
台
盤
設
置
・
酒
酌
な
ど
に
奉
仕
す
る
さ
い
太
政
官
（
外
記
）
の
指

揮
に
従
う
こ
と
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
上
日
を
カ
ウ
ン
ト
す
る

内
竪
所
簡
を
議
所
に
移
動
さ
せ
、
外
記
が
上
日
を
管
理
す
る
こ
と
を
伴
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
外
記
は
公
卿
・
少
納
言
・
外
記
の
上
日
数
の
集
計
を
行
っ
て
お
り
（
ぎ
、
外

記
指
揮
下
の
史
生
や
召
使
ら
の
上
田
管
理
も
行
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
臨
時

に
外
記
の
指
揮
下
に
入
っ
た
内
竪
の
日
給
簡
を
外
記
が
管
理
す
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
太
政
官
下
級
職
員
（
史
生
・
官
掌
・
召
使
）
の
日
給
簡
も

外
記
が
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
類
取
県
符
宣
抄
』
承
平
六
年
（
九
三
六
）
四
月
三
日
内
竪
所
請
奏
に
み
え
る

「
臨
時
奉
戸
一
蔵
人
所
仰
＼
趨
二
陣
頭
官
中
之
召
一
」
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
芳
之
内
氏

は
「
蔵
人
の
仰
せ
を
受
け
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
『
臨
時
』
の
も
の
（
で
、
本
来
的

に
は
太
政
官
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
ご
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
も
誤
り
で
あ

る
。
こ
の
記
事
は
、
「
『
臨
時
』
に
蔵
人
所
の
仰
せ
が
あ
れ
ば
、
陣
頭
（
陣
座
）
や
太

政
官
の
派
遣
要
請
に
応
じ
て
出
向
す
る
」
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ
「
陣
頭
官

中
之
召
」
に
趨
く
こ
と
が
「
臨
時
」
な
の
で
あ
っ
て
蔵
人
の
指
揮
に
従
う
こ
と
が

「
臨
時
」
な
の
で
は
な
い
。
除
自
の
と
き
、
内
竪
が
外
記
の
指
揮
下
で
議
所
饗
懐
に

奉
仕
す
る
の
も
、
蔵
人
所
の
「
臨
時
」
の
仰
せ
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
芳
之
内
氏
の
所
論
全
体
を
貫
く
誤
認
は
、
こ
の
二
点
の
史
料
の
誤
読
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第 4号史人

お
わ
り
に

以
上
、
正
月
県
召
除
目
に
お
い
て
議
所
に
内
竪
所
衝
が
立
て
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な

の
か
を
探
っ
て
き
た
。
小
論
の
検
討
に
よ
っ
て
、
外
記
が
差
配
す
る
議
所
で
の
除
目

準
備
作
業
の
中
で
、
本
来
蔵
人
所
に
よ
っ
て
差
配
さ
れ
る
内
竪
が
、
議
所
饗
鎮
の
準

備
・
盃
酌
に
外
記
の
指
揮
下
で
使
役
さ
れ
る
た
め
に
、
本
来
、
内
竪
所
の
特
定
場
所

に
立
て
ら
れ
勤
務
管
理
に
使
わ
れ
る
内
竪
所
日
給
簡
が
議
所
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
ま
た
摂
関
内
覧
が
内
竪
所
公
卿
別
当
に
な
っ
て
内
竪
の
勤
務
に
関
わ
る

日
給
簡
・
文
書
（
毎
月
一
日
上
日
奏
な
ど
）
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
竪
の
勤
務

管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
他
の
諸
司
所
々
に
も

一
般
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
司
所
々
別
当
制
の
役
割
が
、
｛
呂
方
・
蔵
人
方
の

管
轄
範
囲
を
超
え
て
、
公
卿
・
殿
上
人
集
団
に
よ
る
諸
司
所
々
職
員
の
勤
務
管
理
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
一
例
で
あ
る
。
今
正
秀
氏
は
太
政
官
の
優
位
性
と
い
う
視
点
か

ら
大
庄
が
蔵
人
所
別
当
に
な
る
こ
と
で
殿
上
人
・
蔵
人
所
の
月
奏
H
勤
務
管
理
を
行

っ
て
い
た
こ
と
に
別
当
制
の
役
割
を
見
出
し
、
佐
藤
全
敏
氏
は
所
々
別
当
に
よ
る
所

々
職
員
の
勤
務
管
理
（
上
日
把
握
・
労
帳
加
署
）
を
介
し
て
所
々
が
天
皇
に
直
属
し

て
い
た
と
意
義
づ
け
た
。
私
は
別
当
制
の
機
能
と
し
て
月
奏
や
上
日
把
握
に
注
目
し

た
今
氏
や
佐
藤
氏
の
研
究
に
、
諸
司
所
々
別
当
に
よ
る
日
給
簡
加
署
を
付
け
加
え
た

だ
け
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
別
当
制
が
史
料
上
に
あ
ま
り
姿
を
現
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
は
や
く
か

ら
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
日
給
簡
」
へ
の
加
署
、

上
日
奏
へ
の
加
署
、
労
帳
な
ど
除
目
申
請
へ
の
加
署
な
ど
、
通
常
の
勤
務
管
理
・
人

事
管
理
が
諸
司
所
々
別
当
制
の
最
重
要
機
能
と
み
る
な
ら
、
な
か
な
か
史
料
の
表
面

に
表
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
内
竪
所
日
給
衡
を
除
目
儀
の
前
に
議
所

に
立
て
る
と
い
う
作
法
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る。
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私
は
一
九
九
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
平
安
時
代
の
『
諸
苛
所
々
別
当
制
』

に
つ
い
て
の
研
究
l
中
央
政
府
行
政
機
構
の
中
世
的
変
容
の
一
側
面
l
」
の
研
究
成

果
報
告
書
概
要
の
な
か
で
、
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平
安
時
代
の
中
央
国
家
機
構
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
こ
で

強
調
さ
れ
て
き
た
の
は
、
蔵
人
所
に
よ
る
新
設
内
廷
諸
官
司
令
所
」
）
の
統
合

と
自
己
完
結
化
、
律
令
制
的
官
司
統
属
方
式
（
太
政
官
！
省
l
寮
・
司
・
職
｝

の
解
体
と
太
政
官
系
列
の
諸
宮
司
の
自
立
化
、
特
定
氏
族
に
よ
る
官
司
請
負
H

「
家
業
」
化
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
現
象
が
、
律
令
国
家
の
中
世

国
家
へ
の
変
容
の
指
標
と
し
て
積
極
的
に
意
義
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

個
別
宮
司
は
い
か
に
自
立
性
を
高
め
よ
う
と
も
、
宮
廷
で
行
な
わ
れ
る
政
務
・

行
事
・
儀
式
の
執
行
に
参
加
す
る
一
部
局
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
存
立
根
拠
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
宮
廷
中
枢
は
、
こ
れ
ら
蔵
人
所
系
列
と
太
政
官
系
列
の
独

立
諸
官
司
を
、
政
務
・
行
事
・
儀
式
に
有
機
的
に
結
合
す
る
新
た
な
統
属
方
式

を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
が
、
公
卿
・
殿
上
人
・
弁
官
局
官
人
・
蔵
人
を
、
「
所
宛
」
（
と
こ
ろ
あ

て
）
に
よ
っ
て
太
政
官
系
列
諸
宮
司
と
蔵
人
所
系
列
諸
所
の
「
別
当
」
に
任
命

す
る
「
諸
苛
所
々
別
当
ご
制
で
あ
る
。

と
論
じ
た
。
し
か
し
こ
の
観
点
を
正
面
に
押
し
出
し
て
諸
司
所
々
別
当
制
を
と
ら
え

る
と
、
別
当
制
が
そ
れ
ほ
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
現
実
に
直
面
し
、
別
当
制

は
早
く
に
形
骸
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
。
私
の
研
究
が

途
中
で
行
き
詰
ま
り
十
分
に
展
開
さ
せ
え
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
当
初
、
別
当

制
に
過
大
な
役
割
を
期
待
し
す
ぎ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
諾
司
所
々
別
当

制
を
「
宮
廷
中
枢
（
天
皇
・
摂
関
・
公
卿
・
殿
上
人
・
弁
官
・
蔵
人
ら
）
が
蔵
人
所

系
列
と
太
政
官
系
列
の
独
立
諸
官
司
を
、
政
務
・
行
事
・
儀
式
に
有
機
的
に
結
合
す

る
新
た
な
統
属
方
式
」
と
み
る
視
点
は
な
お
有
効
で
あ
り
、
岡
野
浩
二
・
今
正
秀
・

古
瀬
奈
棒
子
さ
・
佐
藤
全
敏
氏
ら
に
よ
っ
て
研
究
は
深
化
し
て
き
で
い
る
。
そ
し
て

日
給
簡
や
上
日
奏
・
除
目
申
請
へ
の
加
署
と
い
う
勤
務
管
理
・
人
事
管
理
に
お
い
て
、

諸
司
所
々
別
当
制
は
蔵
人
所
系
列
と
太
政
官
系
列
の
独
立
諸
官
司
の
統
合
機
能
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
の

素
材
と
し
て
、
小
論
で
は
「
日
給
簡
」
へ
の
署
判
と
い
う
問
題
に
光
を
当
て
て
み
た

の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
内
竪
所
日
給
簡
を
議
所
に
立
て
る
こ
と
を
、
外
記
の
指
揮
下

で
議
所
で
雑
用
を
務
め
る
内
竪
の
勤
務
管
理
と
い
う
実
務
的
な
観
点
か
ら
と
ら
え
て

き
た
。
し
か
し
黒
板
伸
夫
氏
の
、
除
目
の
序
幕
が
四
所
籍
で
あ
る
こ
と
に
「
下
級
官

人
の
年
労
者
に
対
す
る
優
他
の
精
神
B
v
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え

れ
ば
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
解
釈
も
可
能
に
な
る
、
す
な
わ
ち
長
大
な
内
竪
所
日
給

簡
三
枚
を
除
目
儀
を
前
に
議
所
に
立
て
る
の
は
、
除
目
冒
頭
で
行
う
内
堅
所
籍
で
諸

国
按
・
目
に
推
挙
さ
れ
る
内
竪
た
ち
に
代
表
さ
れ
る
目
立
た
ぬ
下
級
官
人
が
、
黙
々

と
精
勤
し
て
宮
廷
社
会
を
裏
方
で
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
議
所
に
集
う
公
卿

た
ち
の
眼
に
焼
き
付
け
心
に
刻
む
象
徴
的
効
果
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ら

ば
議
所
に
台
盤
を
並
べ
、
弁
・
少
納
言
の
公
卿
へ
の
盃
酌
に
瓶
子
を
持
っ
て
従
う
内

竪
頭
（
預
）
・
内
竪
は
、
内
竪
所
籍
で
諸
国
捺
自
に
推
挙
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
人
た
ち

を
主
体
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
一
方
で
内
竪
所
籍
で
任
官
さ
れ

る
内
竪
た
ち
に
よ
る
公
卿
集
団
へ
の
謝
意
の
表
現
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
な
ら
、
議
所
に
内
竪
所
自
給
簡
を
立
て
る
こ
と
と
除
自
の
内
竪
所
籍
は
や

は
り
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
で
「
『
小
右
記
』
こ
ぼ
れ
話
」
の
た
め
に
用
意
し
た
小
論
を
閉
じ
た
い
。
一

O

枚
程
度
の
短
い
文
章
に
ま
と
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
調
べ
な
が
ら
書
き
綴
っ
て

い
た
ら
最
初
考
え
て
い
た
よ
り
も
論
点
が
広
が
っ
て
い
き
、
「
こ
ぼ
れ
話
」
と
は
い
え

な
い
ほ
ど
の
分
量
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
最
後
の
最
後
に
な
っ
て
佐
藤
全
敏
氏

の
論
文
を
拝
読
し
て
慌
て
て
書
き
足
し
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
論
旨
に
ほ
こ
ろ
び
も

見
え
臨
れ
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
ず
さ
ん
な
習
作
だ
が
、
こ
の
ま
ま
「
こ
ぼ
れ
話
」

と
し
て
載
せ
る
こ
と
に
す
る
。
「
諸
司
所
々
別
当
制
」
論
に
つ
い
て
考
え
直
す
手
が
か

り
を
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
い
つ
か
機
会
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね

て
論
文
の
形
に
仕
立
て
直
し
て
発
表
し
た
い
。
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2 0 1 2 

（1
）
前
日
の
正
月
九
日
条
に
「
今
朝
（
「
今
明
」
の
誤
り
か

閉
－
一
門
戸
一
」
と
あ
る
。

（2
）
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一

O
一
六
）
正
月
二
十
九
日
条
に
「
左
大
臣
着
一
一
陣

以
ニ
東
対
南
庇

座
一
、
一
為
一
陣
座
一
、
」
と
あ
る
。

（3
）
『
西
宮
記
』
（
恒
例
第
一
正
月
叙
位
議
）
に
「
大
臣
以
下
着
一
一
議
所
一
、
（
中

略
）
侍
従
厨
設
レ
懐
」
と
あ
る
。

（4
）
『
新
校
群
書
類
従
』
（
公
事
部
三
十
一
）

（5
）
『
図
書
寮
叢
刊
九
条
家
本
除
目
抄
上
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
一
九
九
一
年
）

（6
）
最
終
締
切
直
前
に
な
っ
て
、
研
究
室
に
雑
然
と
積
み
上
げ
た
抜
刷
の
山
の
な
か

か
ら
、
探
し
て
い
た
佐
藤
全
敏
氏
の
論
文
「
所
々
別
当
制
の
展
開
過
程
」
（
『
東
京

大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
五
号
二

O
O
一
年
）
を
よ
う
や
く
探
り
当
て
る
こ

と
が
で
き
た
。
早
速
読
み
は
じ
め
た
ら
、
『
春
除
目
抄
』
記
事
（
N
－

O
）
が
あ
る

こ
と
を
教
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
佐
藤
氏
が
、
私
が
N
・
O
記

事
抜
き
で
構
想
し
て
い
た
こ
と
と
は
か
な
り
異
な
る
理
解
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
。
私
は
慌
て
て
斎
藤
拓
海
氏
に
お
願
い
し
て
『
図
書
寮
叢
刊
九
条
家
本
除
目
抄

土
』
を
広
島
大
学
日
未
史
研
究
室
か
ら
借
り
出
し
て
貰
っ
て
問
題
の
記
事
を
読
ん
で

み
た
。
予
想
ど
お
り
重
要
な
新
知
見
が
得
ら
れ
る
と
と
も
に
（
内
竪
所
簡
の
大
き
さ

な
ど
て
私
の
構
想
が
根
底
か
ら
成
り
立
た
な
く
な
る
可
能
性
が
生
じ
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
『
春
除
目
抄
』
記
事
抜
き
で
考
え
た
私
の
構
想
が
『
春
除
目
抄
』
記
事

と
の
整
合
性
に
堪
え
う
る
か
試
し
て
み
た
い
の
で
、
最
初
の
構
想
に
し
た
が
っ
て
論

を
展
開
し
て
み
る
。
最
後
の
最
後
に
な
っ
て
重
要
な
史
料
に
出
会
っ
た
の
で
、
本
文

の
叙
述
、
が
回
り
く
ど
く
な
っ
て
い
た
り
、
噛
僚
が
生
じ
て
い
た
り
し
て
い
る
と
思
う
。

（7
）
黒
板
伸
夫
「
四
所
籍
小
考
」
（
同
『
摂
関
時
代
史
論
集
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八

O
年
）
。
山
中
裕
編
『
御
堂
関
白
記
全
注
釈
』
（
思
文
閣
出
版
ニ

O
O
五
年
）
は
、

C
の
記
事
か
ら
内
竪
所
籍
簡
に
つ
い
て
、
内
竪
所
労
帳
を
木
の
札
と
見
な
し
、
内

竪
所
の
籍
簡
（
労
帳
）
に
内
竪
所
別
当
が
加
署
し
た
も
の
を
議
所
に
立
て
た
、
壁

下
向
井
）
物
忌
、

不レ

第 4号史人

に
立
て
か
け
る
の
は
籍
衛
（
労
帳
）
が
木
簡
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
と
み

て
い
る
（
榎
本
淳
一
一
比
担
当
）
。
し
か
し
労
帳
は
除
目
一
宮
に
納
め
る
文
書
で
あ
る
。

佐
藤
全
敏
氏
は
註
6
論
文
で
「
『
内
竪
所
ノ
籍
簡
』
と
は
、
四
所
籍
に
お
け
る
任
官

候
補
者
選
出
基
準
と
で
も
い
う
べ
き
各
種
『
籍
』
と
、
そ
の
『
籍
』
そ
れ
ぞ
れ
を

創
設
し
た
と
き
の
『
宣
旨
』
と
を
書
き
連
ね
た
、
長
さ
六
尺
、
広
さ
一
尺
四
寸
、

厚
さ
四
分
の
木
簡
で
あ
っ
た
」
と
、
内
竪
所
籍
の
各
種
巡
任
枠
の
由
緒
書
の
よ
う

な
長
大
木
衡
と
み
て
い
る
。
佐
藤
論
に
つ
い
て
は
後
述
。

（8
）
橋
本
万
平
『
日
本
の
時
刻
制
度
』
（
塙
選
書
一
九
六
六
年
）
第
二
章
十
三
「
時

の
く
い
・
時
の
ふ
だ
」
、
芳
之
内
圭
「
東
山
御
文
庫
本
『
日
中
行
事
』
に
み
え
る
平

安
時
代
宮
中
時
刻
制
度
の
考
察

l
「
内
竪
奏
時
事
」
・
「
近
衛
陣
夜
行
事
」
の
検
討

を
中
心
に

i
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
巻
八
号
二

O
O八
年
）
な
ど
。

（9
）
「
陣
時
杭
」
（
『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一

O
九
四
）
十
月
二
十
六
日
条
）
、
「
陣

座
時
杭
」
（
同
十
一
月
三
日
条
）
I

ど
あ
り
、
殿
上
時
杭
だ
け
で
な
く
、
陣
座
に
も
時

杭
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
叩
）
以
上
の
内
裏
焼
亡
、
里
内
裏
遷
御
の
年
月
日
は
、
詫
間
直
樹
編
『
皇
居
行
幸
年

表
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
九
七
年
）
に
依
拠
。

（
日
）
内
竪
所
の
本
所
・
内
候
・
厨
家
の
場
所
に
つ
い
て
は
『
西
宮
記
』
（
臨
時
五
所

々
事
）
。

（
ロ
）
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一

O
一
一
）
七
月
十
三
日
条
で
、
一
本
御
書
所
別
当

藤
原
実
資
は
、
新
天
皇
三
条
へ
の
代
替
わ
り
後
、
「
如
レ
旧
」
の
宣
旨
が
な
い
の
で

月
奏
に
署
判
で
き
な
い
と
い
い
、
『
水
左
記
』
承
麿
元
年
（
一

O
七
七
）
十
二
月
二

十
六
日
条
で
、
源
氏
長
者
と
し
て
亡
父
師
一
房
か
ら
薬
師
寺
俗
別
当
を
引
き
継
い
だ

源
俊
一
房
一
は
「
所
宛
」
が
ま
だ
な
の
で
薬
師
寺
関
係
「
文
書
沙
汰
」
が
で
き
な
い
と

し
て
関
白
師
実
に
訴
え
、
先
例
ど
お
り
沙
汰
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
（
後
者
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
水
左
記
』
に
み
る
源
俊
一
房
と
薬
師
寺
」
（
『
後
期
摂
関
時
代
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九

O
年
）
。
担
当
諸
司
所
々
関
係
文
書
な
ど
へ
の
署

判
は
、
所
宛
に
よ
る
別
当
補
任
の
手
続
き
を
経
る
か
、
所
宛
が
ま
だ
な
ら
個
別
に
宣
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『小右記』こぼれ話

旨
で
別
当
に
補
任
さ
れ
る
か
、
大
殿
・
摂
関
の
指
示
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
日
）
所
宛
定
文
の
実
例
を
み
る
と
（
『
兵
範
記
』
嘉
応
元
年
（
一
二
ハ
九
）
八
月
二
十

七
日
条
、
『
玉
薬
』
承
久
二
年
（
一
二
二

O
）
三
月
二
十
二
日
条
）
、
諸
司
所
々
の
配

列
に
は
一
定
の
規
則
性
が
あ
り
、
①
内
蔵
寮
i
西
市
司
、
＠
内
記
所
i
薬
殿
、
＠
延

暦
寺
以
下
寺
院
の
三
グ
ル
ー
プ
に
配
列
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
摂

関
以
下
公
卿
別
当
、
弁
・
次
将
・
蔵
人
な
ど
殿
上
奉
行
別
当
が
配
当
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
①
②
③
が
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
①
グ
ル

ー
プ
は
令
制
的
官
司
、
②
グ
ル
ー
プ
は
令
外
宮
（
宣
旨
職
）
・
禁
中
所
々
で
あ
り
、

①
を
官
方
諸
司
、
②
を
蔵
人
方
所
々
と
読
む
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
①
グ
ル
ー
プ

の
殿
上
奉
行
別
当
の
す
べ
て
が
弁
別
当
で
は
な
い
し
（
主
要
な
官
司
は
弁
別
当
）
、

②
グ
ル
ー
プ
の
殿
上
奉
行
別
当
が
す
べ
て
蔵
人
頭
・
蔵
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

（M
）
『
小
右
記
』
長
元
四
年
（
一

O
三
一
）
九
月
十
七
日
条
所
引
『
清
慎
公
記
』
天

慶
八
年
（
九
四
五
）
十
二
月
十
六
日
条
。
な
お
岡
野
浩
二
「
所
充
の
研
究
」
（
渡
辺

直
彦
編
『
古
代
史
論
叢
』
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
九
四
年
）

（
日
）
官
方
諸
司
の
殿
上
弁
別
当
に
相
当
す
る
別
当
を
、
弁
別
当
を
含
め
て
「
殿
上
奉

行
別
当
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
内
竪
所
の
場
合
、
次
将
別
当
と
し
た
い
と

こ
ろ
だ
が
、
実
際
に
は
次
将
で
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
同
）
佐
藤
全
敏
氏
は
、
従
来
蔵
人
所
所
管
と
一
括
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
内
廷
所

々
に
つ
い
て
、
九
世
紀
前
半
ま
で
に
成
立
し
た
六
位
別
当
型
（
一
日
上
日
奏
型
）

と
九
世
紀
末
以
降
に
成
立
し
た
蔵
人
別
当
型
（
月
奏
型
）
に
類
型
化
し
、
前
者
は

蔵
人
所
と
の
所
管
関
係
は
な
く
む
し
ろ
太
政
官
と
の
関
係
が
深
い
も
の
の
、
両
類

型
と
も
に
別
当
制
を
通
し
て
天
皇
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
内
竪
所

は
氏
の
類
型
で
は
前
者
で
あ
る
（
佐
藤
全
敏
『
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
』
［
東

京
大
学
出
版
会
ニ

O
O八
年
］
第
二
部
第
二
章
「
宮
中
の
『
所
』
と
所
々
別
当

制
」
［
初
出
一
九
九
七
年
〕
）
。

（
打
）
渡
辺
直
彦
『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
七
二

年
）
第
五
編
第
二
章
「
蔵
人
所
別
当
に
つ
い
て
」
、
今
正
秀
「
王
朝
国
家
に
お
け
る

別
当
制
と
政
務
運
営
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
九
号
一
九
九
三
年
）
、
佐
藤
全
敏

前
掲
註
M
論
文
。
佐
藤
氏
は
毎
月
三
日
に
蔵
人
が
奏
上
す
る
月
奏
型
所
々
と
、
毎

月
一
日
に
内
侍
所
が
奏
上
す
る
上
日
奏
型
所
々
を
明
確
に
区
別
す
る
。

〈
問
）
佐
藤
全
敏
氏
は
「
内
竪
所
は
に
勤
務
日
数
を
月
ご
と
に
奏
上
す
る
月
奏
は
な
か
っ

た
」
と
述
べ
る
が
（
前
掲
註
凶
論
文
）
、
閉
じ
四
所
籍
で
任
官
申
請
す
る
校
書
殿
・
進

物
所
が
内
侍
所
を
、
通
じ
て
毎
月
一
日
に
上
回
を
奏
す
る
の
だ
か
ら
（
『
北
山
抄
』
巻
一

年
中
要
抄
正
月
）
、
内
竪
所
も
同
様
に
奏
上
し
て
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。

（
円
）
佐
藤
全
敏
氏
前
掲
註
6
論
文
は
「
下
別
当
等
取
レ
名
問
」
と
読
ん
で
、
「
下
別

当」

H
六
位
別
当
と
み
る
。

（
却
）
黒
板
前
掲
註
7
論
文

（
引
）
『
禁
秘
御
抄
階
梯
上
』
（
『
古
事
類
苑
』
政
治
部
一
所
引
〉

（
n）
『
西
宮
記
』
（
恒
例
第
一
正
月
叙
位
儀
）
に
「
侍
従
厨
設
レ
鶴
、
内
竪
立
日
台

盤
一
、
子
午
為
レ
妻
」
と
あ
り
、
『
春
除
目
抄
』
（
第
一
御
装
束
儀
）
に
は
「
内
竪

五
尺
四
脚
、
以
南
北
為
妻
、
大
臣
・
納
言
料
、

八
尺
二
脚
、
以
東
西
為
レ
妻
、
参
議
料
、
並
立
也
」
と
あ
る
。

レ

私

云

、

議

所

在

三

日

正
月
乙
叙
位
）
に
「
次
着
二
議
所
一
、
撃
門
北
般
二
勧
盃
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所
立
台
盤
六
脚
、

（
幻
〉
『
江
家
次
第
』
（
巻
二

弁
・
少
納
言
相
分
勧
一
一
奥

端
、
内
墜
取
一
一
瓶
子
一
」
と
あ
り
、
『
春
除
目
抄
』
（
第
一
次
勧
盃
）

少
納
言
相
分
着
一
一
南
北
帥
弘
、
勧
レ
之
、
内
竪
取
一
瓶
子
－
」
と
あ
る
。

（
M
）
芳
之
内
麦
「
平
安
時
代
の
内
竪
所

i
職
掌
を
中
心
に
｜
」
（
『
古
代
文
化
』
六
三

巻

一

号

ニ

O
一
一
年
）

（
お
）
『
北
山
抄
』
（
巻
一
年
中
要
抄
上
正
月
）
「
毎
月
一
日
奏
一
一
去
月
上
日
↓
事

外
記
録
一
一
参
議
以
上
及

少
納
言
弁
外
記
上
日
一
」
。

〈
お
）
古
瀬
奈
津
子
『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
九
八
年
）
皿
一

「
『
殿
上
所
充
』
小
考
l
摂
関
期
か
ら
院
政
期
へ

l
」
初
出
一
九
九
二
年
）

〈
幻
）
黒
板
伸
夫
前
掲
註
7
論
文

は

「弁・

（ニ

O
一二、

｝＼ 

一、・J


